
                   

 

アドバイザーを活用した観光事業者支援事業実施要綱 

 

３産労観受第６２４号 

令和３年６月２３日 

 

 

（目 的）  

第１条 この要綱は、新型コロナウイルスにより大きな影響を受けた観光事業者がアドバイ

ザーなどの専門家の助言を受けて行う経営改善等の取組に対し、経費の一部を補助する

「アドバイザーを活用した観光事業者支援事業（以下「本事業」という。）」の実施に関

する基本的な事項を定めることを目的とする。 

 

（定 義）  

第２条  この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）観光事業者とは、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、東京都内で旅行者向 

けに宿泊業、飲食業、小売業、旅行業、観光バス・タクシー等を営む事業者をいう。 

（２）アドバイザーとは、観光事業や経営分野に精通し観光事業者に適切な助言を行うこ

とができる外部の専門家をいう。 

 

（支援の対象者）  

第３条 本事業の支援対象者は、次のいずれかに該当する観光事業者とする。 

（１）東京都内において、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の許可を 

受けて、同法第２条第２項又は第３項の営業を行っている宿泊事業者 

（２）東京都内において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）で定める飲食店営業 

又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者 

（３）東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者 

（４）東京都内において営業所を置きかつ旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第３条 

の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者 

（５）東京都内に営業所を置きかつ道路運送法 （昭和２６年法律第１８３号）第３条第  

１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業（道路運送法施行規則（昭和２６年運輸

省令第７５号）第３条の３に定める路線定期運行を行う者に限る。）又は同法第３条第

１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者 

（６）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客 



                   

自動車運送事業者。東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車

運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号）第２条

第１項又は同法施行規定第２条第３号に該当する事業者 

（７）その他都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売な 

どを行っている事業者 

２ 次に該当する者はこの要綱に基づく支援の対象としない。 

（１）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条 

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は

個人で申請する場合はその個人に暴力団員等（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に

規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）に該当

する者があるもの 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

第２条第１項に規定する「風俗営業」、同条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 

同条第６項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第１１項に規定する「特定遊 

興飲食店営業」、同条第１３項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及 

びこれに類するもの 

（４）過去５年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの（法人その他の団体に 

あっては代表者も含む。）  

（５）民事再生法（平成１１年法律第２５５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、 

破産法(平成１６年法律第７５号)に基づく申立・手続中（再生計画等認可後は除く。）、

又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 

 

（支援の対象事業） 

第４条 前条に定める者が、アドバイザーなどの専門家の助言を受けて行う売上増加やコ

スト削減など経営の改善が見込まれる取組等を支援対象とする。 

２ 前項の事業に対する支援期間は、交付決定の日から令和４年２月２８日までの期間に

実施した事業とする。 

 

（公募） 

第５条 知事は、本事業の支援の対象となる観光事業者を公募する。 

２ 前項の公募に応じる申請者は、別に定める事業の概要等を記載し書面（以下「事業計

画書」という。）を東京都に提出するものとする。 

 

（審査） 



                   

第６条 知事は、前条による事業計画書の提出があった中から、別に定める審査に諮った

上、適正と認められる事業を提案した申請者を支援の対象として決定する。 

２ 知事は、前項の決定に際して、必要な条件を付すことができる。 

３ その他審査及び決定に必要な事項は、別に定める。 

 

（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月 23日から施行する。 

 

 

  


